
令和 年
令和４年5月発行

１. 区域区分（線引き）＆用途地域の変更
　奈良市 ①( 約 14.7ha)、②(0.4ha)、
　生駒市（約2.7ha）、大和郡山市（約21.2ha）、
　天理市（約3.6ha）、桜井市（約8.9ha）、
　五條市（約2.2ha）、川西町（約26.3ha）
２. 高度地区の変更
　奈良市、大和郡山市、川西町
３. 市街化調整区域内の容積率等の変更
　御所市、葛城市、河合町、川西町、
　田原本町
４. 高度利用、市街地再開発事業の決定
　田原本町
５. 開発許可区域の指定
　(都計法第34条第11号 )
　御所市、葛城市、河合町、川西町、
　田原本町、明日香村
６. 地区計画の決定等
　奈良市 (３)、生駒市 (６)、大和郡山市 (４)、
　天理市、桜井市、橿原市 (2)、平群町、
   香芝市、広陵町、川西町、田原本町 (4)、
　明日香村、高取町
７. 都市計画道路の変更
　奈良市、橿原市、大和高田市、御所市、
   田原本町、高取町、宇陀市、下市町
８. 都市計画公園の変更
　奈良市、大和郡山市、桜井市、五條市
９. 市庁舎移転
　大和高田市役所（令和3年7月）
　五條市役所（令和3年11月）
　明日香村役場（令和4年度中目標）


